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平成２５年３月２８日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２３年(ワ)第７８５８号 商号使用差止等請求事件（以下「第１事件」という。） 

平成２３年(ワ)第１２４２１号 損害賠償請求事件（以下「第２事件」という。） 

口頭弁論終結日 平成２５年１月１８日  

判       決 

    原       告   サンヨーホームズ株式会社   �

同訴訟代理人弁護士   比  嘉  廉  丈�

同           比  嘉  邦  子�

同           川  上     確�

同           橋  本  匡  弘�

同           酒  井  美  奈�

被       告   三 洋 電 機 株 式 会 社�

同訴訟代理人弁護士   岡  田  春  夫�

同           長�谷�川� � � � � � � � � �裕�

同           斎  藤     綾�

主       文 

１ 原告の請求を棄却する。�

２ 訴訟費用は原告の負担とする。�

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求の趣旨 

被告は，原告に対し，金６億２７０７万４０３６円及びこれに対する平成２

３年４月１日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え�

（第１事件に係る訴えについては，後記のとおり取り下げ済みである。）�

第２ 事案の概要 

   本件は，かつて被告の子会社であり，別紙本件ブランド等目録記載のロゴ及

び被告が商標権を有する同目録記載の登録商標（以下，ロゴと登録商標を併せ
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て「本件ブランド商標」という。）を使用していた原告が，被告との資本関係を

解消する際に，本件ブランド商標を付した看板等を変更するために多額の費用

を支出したことにつき，被告に対し，主位的に債務不履行に基づく損害賠償請

求，予備的に費用負担の合意に基づく支払請求又は不法行為に基づく損害賠償

請求をした事案である。 

   なお，被告は，原告ほか２社を相手方として，商号の使用差止等を求める第

１事件を提起し，その後に原告が第２事件を提起して上記請求をしたため，当

庁において両事件の弁論を併合したところ，原告ほか２社が商号を変更したこ

とから，被告は第１事件に係る訴えをいずれも取り下げた（併合した弁論の分

離はされていない。）。 

 １ 判断の基礎となる事実 

   争いのない事実，掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認

められる（なお，以下，第１事件（併合の前後を問わない。）で提出された証拠

は第１事件甲，第１事件乙などと標記し，第２事件（併合前）で提出された証

拠は第２事件甲，第２事件乙などと表記する。）。 

  (1) 当事者 

   原告は，建物・建築物の設計，施工，販売等を目的とする法人である（第

２事件甲１）。 

被告は，各種電気機械器具及び電気照明器具等の製造，販売等を目的とす

る法人である（第２事件甲２）。 

  (2) 原告と被告との関係 

      ア 原告は，昭和４４年，久保田鉄工株式会社（現在の株式会社クボタ。以

下「クボタ」という。）の全額出資によって設立され，当時の商号は「ク

ボタハウス株式会社」であった（第２事件甲１）。�

   イ 原告は，平成１４年４月，被告の完全子会社となり，その商号を「三洋

ホームズ株式会社」に変更した（第２事件甲１。以下「本件商号」という。）。�
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   ウ 平成１８年以降，原告についての被告の持ち株比率は低下し，平成２０

年４月２５日には１９．９１％となり，平成２３年６月７日には資本関係

が完全に解消された（第１事件甲１２の１～ ３）。 

  (3) 本件商号契約，本件ブランド契約 

ア 本件商号契約 

原告と被告は，平成２１年３月１６日，商号使用許諾契約を締結した（第

１事件甲１８。以下「本件商号契約」といい，第１事件甲１８の契約書を

「本件商号契約書」という。）。 

  本件商号契約では，被告は，原告に対し，商号の一部に「三洋」を含め

ること（以下，このような商号を「三洋商号」という。）を承諾し，原告が

商号として「三洋ホームズ株式会社」（本件商号）を使用することに異議を

唱えない（１条）とされた。その一方で，同契約の期間は平成２３年３月

３１日まで（但し，被告から，契約満了の１年前までに書面で再契約の申

し入れがあった場合は，新たな契約の締結について，原被告は協議する。）

とされ（３条１項），契約が終了した場合，原告は，直ちに三洋商号の使用

を中止する（４条１項）とされた。 

   イ 本件ブランド契約 

また，原告と被告は，同日，ブランド使用許諾契約を締結した（第１事

件甲３３・第２事件甲７。以下「本件ブランド契約」といい，第１事件甲

３３・第２事件甲７の契約書を「本件ブランド契約書」という。）。 

  本件ブランド契約では，被告は，原告に対し，本件ブランド商標を名刺，

封筒，看板等に自社を表すマークとして使用すること等について，非独占

的使用権を許諾し（２条），原告は，対価として売上総額に０．２％を乗じ

て算出した額のロイヤリティを支払うものとされた（８条）。その一方で，

同契約の期間は平成２３年３月３１日まで（但し，被告から，契約満了の

１年前までに書面で再契約の申し入れがあった場合は，新たな契約の締結
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について，原被告は協議する。）とされ（１７条），契約が終了した場合，

原告は，いかなる対象物又は媒体上にも本件ブランド商標を使用してはな

らず，使用が禁止された対象物もしくは媒体のすべてを被告の指示に従っ

て，無償で引き渡すか，破棄することに同意するものとされた（１９条）。 

  (4) 原告による本件商号，本件ブランド商標使用の取りやめ 

     ア 原告は，平成２３年３月頃から，看板，のぼり，旗，垂れ幕等における

本件ブランド商標の使用を順次取りやめており（以下「本件商標変更」と

いう。），その費用を負担した（第２事件甲２６～ ２８）。 

   イ また，原告は，平成２４年１２月２１日に，商号を「三洋ホームズ株式

会社」（本件商号）から「サンヨーホームズ株式会社」に変更した（第１

事件乙２５）。      

 ２ 争点 

  (1) 債務不履行に基づく損害賠償請求 

ア 被告は原告に対し本件ブランド商標を使用させる義務を負っていたか 

 （争点１－ １） 

   イ 被告の債務不履行と原告の主張する損害との因果関係があるか 

（争点１－ ２） 

  (2) 費用負担の合意に基づく支払請求 

ア 原被告間で，本件ブランド契約締結時に，契約が短期間で打ち切られた

場合には，本件商標変更に要する費用を被告が負担する旨の合意があった

か                         （争点２－ １） 

イ 原被告間で，本件ブランド契約締結後に，本件商標変更に要する費用を

被告が負担する旨の合意があったか          （争点２－ ２） 

(3) 不法行為に基づく損害賠償請求 

被告の本件商標変更の費用負担に関する交渉での対応が不法行為を構成す

るか                         （争点３） 
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(4) 原告の損害又は費用の額                （争点４） 

第３ 争点に係る当事者の主張 

 １ 債務不履行に基づく損害賠償請求 

  (1) 争点１－ １（被告は原告に対し本件ブランド商標を使用させる義務を負っ

ていたか）について 

  【原告の主張】  

   ア 平成２２年５月２日に本件ブランド契約の再契約が成立したこと 

    (ｱ) 本件ブランド契約は，原告による本件ブランド商標の使用を短期間に

限定する趣旨ではない。 

      本件ブランド契約は，コーポレート・ブランドである本件ブランド商

標を使用許諾の対象としているところ，一般に，企業は，コーポレート・

ブランドが短期間に変更されることを望まず，短期間に限定される趣旨

の使用許諾契約を締結するはずがない。また，原告及び被告は，グルー

プ会社の関係でなくなった後も良好な関係にあり，原告は，本件ブラン

ド商標を使用すると共に（第２事件乙３），被告の売上げに貢献し，２

年間で１億７０００万円弱のロイヤリティを被告に支払っており，この

ような多額のロイヤリティが発生する以上，契約期間を短期間に限定す

る趣旨とは解されない。 

      また，被告が他社と締結した本件ブランド商標の使用許諾契約では，

契約を自動的に更新する旨の条項があり（第２事件甲２５），本件ブラ

ンド契約も同趣旨の契約であったと解される。また，本件ブランド契約

の更新に関する条項は，平成２０年４月１日作成案（第２事件甲５。以

下「第１案」という。）には存在していたのが，平成２１年３月２日作

成案（第２事件甲６。以下「第２案」という。）で削除された後，最終

的には復活しており，原被告間には，契約更新又は再契約を認める趣旨

の合意があったとみるべきである。 
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(ｲ) 本件ブランド契約では，原告から契約満了の１年前までに書面で再契

約の申し入れがあった場合は，新たな契約の締結について原被告は協議

すると定めている（１７条但し書き）。また，原被告間で紛争が生じた

場合，原被告は９０日以内に和解による解決のためあらゆる可能性を追

求するものと定めているが（２２条），これは，原告が以前，商号及び

ブランドを変更した際に多大な費用，時間及び労力を要したことに鑑み，

万が一紛争が生じた場合には，一定期間内に迅速かつ柔軟にその紛争を

解決し，原告に負担が生じないようにする趣旨である。 

(ｳ) 被告は，本件ブランド契約当時，被告が原被告間のグループ関係を解

消した後も，原告の筆頭株主として良好な協力関係を維持する旨述べて

いたことから，平成２３年４月１日以降も，再契約により本件ブランド

商標の使用を継続できるものと思っていた。 

そして，実際，平成２２年１月，被告のＰ４部長から原告のＰ５専務

（同年６月からは原告の特別顧問である。）に対し，本件ブランド契約

等の再契約の申入れを失念しないようにとの指示があり，原告は，同年

２月１日，被告に対し，本件ブランド契約の再契約の申入れを行った（第

２事件甲９）。 

これに対し，被告は，原告の申入れから９０日の間に，その諾否の回

答及び協議の申入れを行わなかった。 

  (ｴ) 以上のとおり，コーポレート・ブランドの重要性，ロイヤリティの支

払等の事情を総合して考慮すれば，本件ブランド契約は，原告による再

契約の申入れから９０日が経過した平成２２年５月２日の時点で，再契

約が成立したものと解すべきであり，被告は，平成２３年４月１日以降

も，原告に本件ブランド商標を使用させる債務がある。�

   イ 平成２２年５月３１日に再契約の合意があったこと�

被告は，同月２７日に，原告に対し，再契約の申入れを拒絶する旨を述
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べ（第２事件甲１０），翌２８日，原告のＰ１社長に対し，被告のＰ２社

長から，再契約の申入れについて，①継続的なブランド使用の必要性，②

被告の製品のこれまでの積極的，優先販売の実績及び今後の見通し，③海

外展開の予定，④ロイヤリティの支払について具体的な記載を追加して欲

しい旨の指示をした。�

原告は，この指示に基づき，同月３１日，再度，再契約の申入れを行っ

たところ，同日，被告のＰ２社長から原告のＰ１社長に，これを了解する

旨の電話があった。�

したがって，遅くとも平成２２年５月３１日には，原被告間に本件ブラ

ンド契約の再契約が成立しており，被告は，平成２３年４月１日以降も，

原告に本件ブランド商標を使用させる債務がある。 

   ウ 再契約締結の拒絶は信義則に反すること 

なお，原告は，平成１４年にコーポレート・ブランドを本件ブランド商

標に変更した際，約３億円もの費用を要し（第２事件甲２９，３０），本

件ブランド契約に基づくロイヤリティとして２年間で１億７０００万円

を負担している。これに加えて，本件商標変更の費用として６億円も支出

することは，原告にとって極めて大きな負担になる。それにもかかわらず，

被告が原告に対し再契約の期待をもたせるような対応をとったことは信

義則に反するものであって，被告の再契約締結の拒絶は，権利濫用として

許されない。 

  【被告の主張】 

   ア 本件ブランド契約の再契約は成立していないこと 

(ｱ) 被告は，産業界でのコーポレート・ブランドを重要視する流れを受け，

子会社での本件ブランド商標及び三洋商号の使用に関する権利義務関

係を明確にするため，平成１９年頃，これらの使用について，ブランド

使用料を徴収する制度を創設した。原告との本件ブランド契約もその中



� ��
���

で締結されたものである。�

  しかしながら，原告については，当初，他の子会社と同様，本件ブラ

ンド商標と三洋商号を一体とする契約であることを考慮しつつ，契約更

新については，他の子会社と異なり，合意がなければ契約更新しないも

のとされていた（第１案の１９条但し書き。第２事件甲２５参照）。そ

の後，原告については，特に，三洋商号を子会社が無断で使用したこと，

資本関係の希薄化・解消が見込まれていたこと，被告自身がパナソニッ

ク株式会社の子会社となることが予定されたことなどから，原告が本件

ブランド商標を使用できなくなることが予想されたため，本件ブランド

商標と商号とを別々の契約として締結することとなり，平成２１年３月

２日頃，契約の終期のみを定め，延長や更新を想定しない内容の契約書

案を作成した（第２案の１７条）。その後，原告から使用継続の可能性

の打診を受けたため，本件ブランド契約には，再契約の申入れがあった

場合の協議に関する条項が設けられたが（１７条但し書き），文言上明

らかなように，自動延長又は自動更新の定めではなく，合意することが

できれば再契約の締結があり得るという趣旨にすぎない。�

(ｲ) 原告は，被告は，原告による再契約の申入れから９０日の間に原告に

対し回答や協議の申入れをしなかったため，９０日を経過した時点，す

なわち平成２２年５月２日に再契約が成立していたと主張する。�

    しかしながら，そもそも，本件ブランド契約において，再契約の申入

れから９０日が経過した時点で，再契約が成立したものとみなす旨の規

定は一切ない上，本件ブランド契約締結の経緯からしても，本件ブラン

ド契約は，再契約の申入れから一定期間の経過によって自動的に再契約

が締結される趣旨でないことは明らかである。 

  なお，原告は，被告は再契約の申入れに対し何ら回答や協議の申入れ

をしなかったと述べるが，被告は，平成２２年４月７日，再契約の締結
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に関する協議の場を設けるために原告との日程調整を行っており（第２

事件乙４），同年５月１１日，原告と協議を行っている。  

   イ 再契約の合意はないこと 

    (ｱ) 被告は，本件ブランド契約について，平成２２年２月１日付で原告か

ら再契約の申入れを受けたが（第２事件甲９），原告に本件ブランド商

標の使用継続を認めるべき状況変化はなかったことから，同年５月２７

日に原告の申入れを受けられない旨回答しており（第２事件甲１０），

原告と被告との間で再契約の新たな合意は成立していない。 

    (ｲ) 原告は，被告の指示により再度の再契約の申入書を送付したところ，

平成２２年５月３１日，Ｐ２社長が「わかりました」と述べたとして，

遅くともこの時点で再契約が成立したと主張する。�

しかしながら，Ｐ２社長は，再契約を締結して欲しい旨だけ述べられ

ても検討できないことから，担当部門が対応できるように再契約の締結

を必要とする理由等，具体的な事情を盛り込んだ上で整理して欲しいと

いう趣旨で再度の申入書を作成するよう述べたにすぎない。�

また，Ｐ２社長は，原告からの再度の再契約の申入書（第２事件甲１

１）が送付されたことにつき「わかりました」と述べたにすぎず，再契

約の成立を約束したものではない。なお，実際に，Ｐ２社長は，申入書

の内容を確認しておらず，担当部門に適切に対応するよう指示したにす

ぎない。�

(2) 争点１－ ２（被告の債務不履行と原告の主張する損害との因果関係がある

か）について 

  【原告の主張】 

被告は，上記(1)【原告の主張】のとおり，原告に本件ブランド商標を使用

させる債務があるにもかかわらず，平成２２年６月３日，原告に対し，平成

２３年４月１日以降の本件ブランド商標の使用を認める意思は全くなく，協
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議及び交渉に応じるつもりもない旨主張し，協議を一方的に打ち切った。原

告は，他社と共同で建築・販売しているマンション等については，使用期間

を６か月延長して欲しい旨申し入れたが，被告はそれすら拒絶した。�

これによって，原告は，平成２３年４月１日以降本件ブランド商標を継続

して使用することを断念し，本件商標変更及びその費用負担を余儀なくされ

た。�

したがって，被告の債務不履行と本件商標変更の費用負担との間には，因

果関係がある。�

  【被告の主張】 

 ア 被告の債務不履行がないこと 

原告は，本件ブランド商標を使用させる債務の不履行を主張するが，上

記(1)【被告の主張】のとおり，再契約はそもそも成立していないことか

ら，債務不履行はない。本件商標変更は，本件ブランド契約の期間満了に

伴う当然のことである。�

   イ 原告の主張する損害との因果関係がないこと�

     仮に，被告に債務不履行があるとしても，当該債務不履行と原告が損害

として主張する金６億２７０７万４０３６円の負担との因果関係はない。

本件ブランド契約では，契約満了を理由として被告は何ら費用負担しない

ことが明確に定められており（１８条４項），原被告間において，原告が

費用を負担する旨の合意があったことは明らかである。�

     また，原告と被告との資本関係は，平成２３年６月７日に完全に解消さ

れており，仮に再契約が成立していたとしても，原告は翌８日以降，本件

ブランド商標を使用することはできない（本件ブランド契約１８条２項）。

したがって，仮に再契約が成立したとしても，原告が本件ブランド商標を

使用できた期間は約２か月間であり，この点からも，前記損害との因果関

係は認められない。 



� �������

 ２ 費用負担の合意に基づく支払請求 

  (1) 争点２－ １（原被告間で，本件ブランド契約締結時に，契約が短期間で打

ち切られた場合には，本件商標変更に要する費用を被告が負担する旨の合意

があったか）について 

  【原告の主張】 

ア 本件ブランド契約書に，再契約の申入れによる協議（１７条但し書き）

が定められた趣旨は，同契約が短期間で打ち切られることのないように協

議する旨の合意に加え，同契約が短期間で打ち切られた場合には，原告の

損失が大きくなるため，原告に生じる損害を被告が填補する旨の合意も含

まれていたというべきである。 

イ 原告は，平成２２年６月３日の時点で，被告に対し，本件商標変更のた

めの費用が５億円を超えることを告げると共に，当該協議条項に基づく費

用負担協議を申し入れ，被告はこれに応じた。�

     その後，原告のＰ５顧問が，被告のＰ７課長の依頼を受けて，同年９月

１０日，本件ブランド商標の使用状況の明細と使用サンプル資料を提出し

たところ，被告のＰ４部長からは，同月１６日，他のグループ会社につい

ても同様の処理をすること，他のグループ会社の費用からすれば６億円は

少額であるなどの話があり，さらに，同年１１月１８日，被告による６億

円の費用負担が税務上認められる方法を検討して欲しい旨の話があった。

また，原告のＰ５顧問は，同年９月２７日，１０月５日に追加の明細を提

出し，平成２３年２月４日に最終的な内訳を記載した明細書を提出した。�

そのほか，被告のＰ７課長の依頼で，原告のＰ５顧問は，平成２３年１

月１１日に本件ブランド商標及び商号使用契約に関する経緯と費用負担

に関する書面（第２事件甲２２）を提出し，同月２１日に本件商標変更の

費用６億円の内訳を記載した書面（第２事件甲２３）を提出した。また，

被告のＰ４部長からは，本件商標変更の費用負担を税務会計上，交際費で
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はなく費用として計上・処理するため，弁護士作成の文書によって費用請

求して欲しい旨の申入れがあり，原告のＰ５顧問は，同年２月１７日，そ

のような文書を被告に送付した（第２事件甲２４）。なお，被告からは被

告が費用を負担することの理由を求められたことはなく，協議を求められ

たこともない。�

ウ 以上の経緯を踏まえると，原被告間では，本件ブランド契約が短期間で

打ち切られた場合には，被告がその費用を負担する旨の合意が成立してい

たというべきである。�

  【被告の主張】�

   ア 本件ブランド契約１７条但し書きは，再契約の申入れがあった場合には，

新たな契約の締結を協議する旨定めているにすぎず，上記１(1)【被告の

主張】のとおり，契約を短期間で終了させないための合意と解することは

できず，費用負担の合意があったと解することもできない。このことは，

同契約１８条４項で，被告は，原告において発生する契約満了を理由とす

る費用を一切負担しないことが明確に定められていることからも明らか

である。�

     原告は，契約書の文言と異なる合意があると主張するものであるが，上

記１(1)【被告の主張】のとおり，本件ブランド契約書は，原被告間の具

体的な事情を踏まえて締結されたものであり，その文言と相反する別途の

合意があったという主張は認められない。�

     なお，本件ブランド契約の再契約の締結に至らなかった場合には，被告

が本件商標変更の費用を負担すべきことを原告から念押しされたという

事実はなく，Ｐ４部長がこれを了解した事実もない。�

イ 以上のとおり，被告は，本件ブランド契約１７条但し書きを根拠とする

費用負担の義務はなく，むしろ，同契約１８条４項のとおり，契約終了に

より原告に発生する費用を何ら負担する義務を負っていない。�
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(2) 争点２－ ２（原被告間で，本件ブランド契約締結後に，本件商標変更に要

する費用を被告が負担する旨の合意があったか）について 

【原告の主張】 

ア 平成２２年６月３日の時点で，原告が被告に本件商標変更の費用が５億

円を超えることを告げたところ，被告は，費用負担を前提に，確定した費

用発生項目の明細を提出するよう指示した。�

原告にとって本件商標変更によって生じる費用負担と影響は甚大なも

のであったが，被告の上記指示を受け，原告は，少なくとも本件商標変更

の費用は，被告が負担してくれるものと信じ，被告とそれ以上の期間延長

の交渉を行うことなく，平成２３年３月３１日に確定的に本件ブランド商

標の使用を停止した。�

イ このように，原告は，本件商標変更の費用は被告が負担することを前提

に本件ブランド商標の使用を停止したのであり，上記経過及び本件ブラン

ド契約締結に至る経緯も踏まえると，被告も，このことを当然に認識，認

容していたというべきである。�

したがって，原被告間には，遅くとも平成２３年３月３１日時点で，本

件商標変更に伴う費用を被告が負担する旨の合意が成立していた。�

 【被告の主張】�

被告は，本件商標変更の費用を負担する旨の発言や，それを前提とする発

言をしたことはない。�

被告は，本来，本件ブランド契約１８条４項により同契約期間の満了によ

り原告に発生する費用を負担する義務を負っていないにもかかわらず，原告

から本件商標変更の費用負担につき協議の申入れがあったことから，円満・

早期解決のために，被告が費用負担すべき合理的な理由が存在する項目につ

いては，個別具体的に費用の負担の可否を検討するとの対応をとり，原告に

当該項目及びその具体的な理由を示すよう求めていたものである。しかしな
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がら，原告は，被告の要求する事項を全く示すことなく，漫然と明細（第２

事件甲１４，１６，１８，２０）を提出し，平成２３年１月１１日になって，

突然，本件商標変更による費用の見込額が６億円であるとだけ通知してきた

のであり（甲２２），費用負担に関する合意が成立することはなかった。�

したがって，本件ブランド契約１８条４項に定めるとおり，被告には，契

約終了により原告に発生する費用を何ら負担する義務はない。�

３ 争点３（被告の本件商標変更の費用負担に関する交渉での対応が不法行為を

構成するか）について�

 【原告の主張】 

原告は，平成２２年６月３日の時点で，被告に対し，本件ブランド契約１７

条但し書きに基づく費用負担協議を申し入れ，被告もこれに応じ，両者におい

て協議が行われた。�

そして，本件商標変更に伴う費用の負担金額は確定してなかったものの，原

告は，これを被告が全額負担するものと信じ，平成２３年３月３１日に確定的

に本件ブランド商標の使用を停止するようにした。ところが，被告のＰ４部長

は，同月２日になって突然，負担額の桁が違う等と述べて費用負担を拒絶した

のであり，被告はその後も協議に応じない。�

このような被告の一連の行為は，少なくとも商道徳，信義則（民法１条２項）

に反するものであって，不法行為を構成する。�

 【被告の主張】 

   被告は，本件商標変更に伴う費用を負担する義務が全くないにもかかわらず，

円満・早期解決のために，原告と誠実に協議してきたのであり，被告の対応及

び交渉が不法行為に該当するとはいえない。�

４ 争点４（原告の損害又は費用の額）について 

【原告の主張】 

(1) 原告は，本件ブランド商標を「サンヨーホームズ」の新ブランドに変更し
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たことに伴い，２億９２３６万１４４９円を支出した（第２事件甲２６）。 

   また，原告は，本件商標変更に伴い，今後，３億４５００万円を負担する

予定である（第２事件甲２６）。 

(2) 被告は，変更告知，広告に要した費用については，原告の知名度を上げる

ためのものであり，因果関係のある損害とは認められないと主張するが，コ

ーポレート・ブランドが世間一般に認知され，企業イメージとして定着する

までには，多大な費用，労力及び期間を必要とするところ，原告は，被告の

突然の再契約拒絶により，短期間での変更を余儀なくされ，変更前の告知期

間として十分な期間を設けられなかったのであるから，上記費用についても，

因果関係のある損害と認められるべきである。 

【被告の主張】 

(1) 本件商標変更について原告が実際に支出した金額は，金２億９２３６万１

４４９円にすぎない。また，同金額のうち金２億１４９６万０５３５円は「変

更告知，広告」費用であるところ（第２事件甲２６），当該費用は，新ブラン

ドへの変更を告知するのに必要な費用ではなく，新ブランドへの変更をきっ

かけとして，原告の認知度を広げる目的で出された広告宣伝の費用と考えら

れ，本件商標変更に要した費用と評価することはできない。また，本件商標

変更の告知は，変更の直前又は変更と同時にされるもので，変更から一定期

間経過後はもはや必要ないものと考えられるから，原告の新ブランドへの変

更から１か月を経過した平成２３年５月以降に支出されたテレビコマーシャ

ルや新聞広告費用は，明らかに，原告そのものの認知度を広げる広告宣伝の

趣旨で支出されたものといえる（第２事件甲３２）。このような膨大な広告宣

伝費用を，本件商標変更に要した費用と評価することはできない。 

  (2) また，原告は，今後支出予定の費用として，金３億４５００万円の「変更

告知，広告」費用を挙げるが，原告が新ブランドに変更してから既に１年以

上が経過していることからすれば，ブランドの変更告知を目的とした広告等
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を出す必要はなく，これらは，原告の知名度を高めるための広告宣伝費用で

あり，被告が負担する理由がないことは明らかである。�

第４ 当裁判所の判断 

 １ 事実関係 

   前記第２の１「前提となる事実」に加え，証拠（証人Ｐ５及び証人Ｐ４並び

に掲記のもの。ただし，証人Ｐ５のうち，後記排斥する部分は除く。）及び弁論

の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。�

  (1) 原告及び被告の関係，原告による本件商号及び本件ブランド商標の使用 

   ア 被告とクボタは，平成１３年１２月１３日，クボタが平成１４年４月１

日付けで，原告の発行済全株式を被告に譲渡すること，原告及び原告の子

会社の商号については，平成１４年２月末を目途に被告が新商号を決定す

ることなどを内容とする基本合意をした（第２事件甲４１）。原告は，平

成１４年４月１日，被告の完全子会社となり，この頃，商号を本件商号に

変更すると共に，本件ブランド商標の使用を開始したが，この時点では，

本件ブランド商標等の使用は無償とされた。 

   イ 被告は，平成１８年以降，事業の選択と集中を進める過程で，取引銀行

や大株主の強い要請などもあり，原告に対する出資比率を低下させる方針

をとり，順次，原告に対する出資比率を低下させ，平成１９年１２月には，

原告が実施を予定する第三者割当て増資にも応じなかったため，平成２０

年４月２５日には，被告の原告に対する出資比率は１９．９１％になり，

原告は被告の持分法適用会社ではなくなった（第１事件甲４０）。その後，

被告は保有する原告株式を売却し，平成２３年６月７日，両者の資本関係

は解消された（第１事件甲１２の１～ ３）。 

     なお，被告は，平成２０年１２月１９日に，パナソニック株式会社と資

本・業務提携契約を締結し（第１事件甲１１），平成２３年４月１日に，

同社の完全子会社となった（第１事件甲１０の３）。 
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   ウ 一方，原告は，平成２０年２月に株式公開準備委員会を設置し，株式公

開に向けた諸課題について検討を行った上，同年９月の取締役会で，平成

２３年３月期中に東京証券取引所第２部に株式上場したい旨の議案が，全

員異議なく承認可決された（第１事件甲５５，５６）。 

     原告は，平成２３年３月には，平成２４年度内に株式上場を目指す旨の

記者発表を行い，同年４月から，新ブランド「サンヨーホームズ」を導入

し，新たなロゴマークを使用している（第１事件甲１５～ １７）。 

  (2) 被告におけるブランド使用料徴収制度 

   ア 我が国では，バブル崩壊後の１９９０年代から，企業のコーポレート・

アイデンティティに対する取り組みとして，新たにコーポレート・ブラン

ド戦略という経営手法が模索されるようになり，同年代末からは，各企業

においてブランドの専門部署が次第に設立され始め，ブランド研究内容に

ついて積極的に企業のブランド戦略に取り入れていくような動きもあり，

また，商標制度を中心とする様々な知的財産に関する法制度が整備された

ことにより，次第にブランドの知的財産管理の必要性や手法についても注

目されつつあった。２０００年代に入ると，企業の合併，経営統合，買収

が活発に行われるようになり，また，事業の分社化や本社のホールディン

グカンパニー化なども日本企業に浸透するようになり，その中で，企業と

しては，自身のアイデンティティを更に明確に確立し，単一の企業だけで

はなく，グループ企業の統治という観点から，コーポレート・ブランドに

対する取り組み強化の必要性が増大するようになった。その中で，ブラン

ドの価値を金額換算し，企業の評価指標として活用する動きも活発となり，

グループ会社からコーポレート・ブランド使用料を徴収するという取り組

みについても，様々な企業が開始するようになった（第２事件乙２）。 

   イ 被告においても，グループの経営戦略として，グループ全体で信頼の回

復と三洋ブランド価値の再構築並びに維持・向上を推進していくこととし，
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当該活動にかかる投資及び活動の原資を確保する目的で，平成１９年６月

に，ブランド使用料の徴収制度を創設し，三洋ブランド（商号，商標）を

使用するグループ会社からブランド使用料を徴収することとされた。徴収

対象会社は，第１段階としては連結子会社であり，その他のグループ会社

については，後日徴収を検討することとされた。また，使用料は，商号に

ついては売上高の０．２％，商標については商標対象売上高の０．３％と

された（第１事件甲３０・第２事件乙１）。 

なお，被告は，平成２３年３月３１日当時でみても，連結子会社１３２

社，持分法適用会社４３社を有しており（第１事件甲８の１），昭和５５

年頃から，既に多くの子会社が三洋商号を使用していた（第１事件甲８の

２～ ４）。  

ウ 被告は，ブランド使用料の徴収制度の具体的な適用につき，その子会社

には，三洋商号及び本件ブランド商標をセットで許諾することとし，その

他のグループ会社（原告による出資比率が２０％以上である持分法適用会

社）には，個別に検討して許諾の要否を判断する方針をとることとした（第

１事件甲４０）。 

     平成１９年９月には，被告とその子会社の一つとの間で，ブランド使用

許諾契約を締結した（第１事件甲３４・第２事件甲２５。以下「別件ブラ

ンド契約」という。）。 

     同契約は，①被告は，子会社に対して，三洋商号の使用，本件ブランド

商標を名刺，封筒，看板等に自社を表すマークとして使用すること等を許

諾すると共に（２条１項），②子会社は，ロイヤリティとして，売上総額

の０．５％を支払い（１０条），③契約期間については，平成１９年４月

１日から５年間有効で，期間満了の３か月前までに両当事者から何らの意

思表示がないときは，契約は自動的に更に２年間更新されるものとして

（１８条），④契約終了後，被告は，販売逸失利益にかかる補償，弁済，



� �������

賠償，あるいは当該使用権の付与に関する経費，投資，賃貸，その他の誓

約にかかる補償，弁済，賠償の責任を子会社に対して負わず（１９条４項），

子会社は，本件ブランド商標を使用した対象物もしくは媒体のすべてを被

告の指示に従い，無償で被告に引き渡すか，又は破棄することに同意する

こと（２０条２項）等を内容とするものであった。 

  (3) 本件ブランド契約締結に至る経緯 

   ア 平成１９年１２月頃，原告は将来的に被告の持分法適用会社ではなくな

ることが予定されていたが，被告は，子会社及び持分法適用会社からブラ

ンド使用料を徴収する関係上，原告についても，三洋商号，本件ブランド

商標を使用する以上は使用料の負担を求める旨の方針をとり，同月２１日，

原告に対し，ブランド使用料の負担を依頼した（第１事件甲３１・第２事

件乙３）。 

   イ 被告は，原告に対し，平成２０年４月１日頃，本件ブランド契約の第１

案を提示した（第１事件甲３２・第２事件甲５）。 

     第１案では，①被告は，原告に対して，三洋商号の使用，本件ブランド

商標を名刺，封筒，看板等に自社を表すマークとして使用すること等を許

諾するとされ（２条１項），②ロイヤリティについては，原告の要請を受

けて，別件ブランド契約とは異なり，売上総額の０．２％を支払うことと

された（１０条）。 

そして，③契約期間については，自動的に更新するものとはせず，平成

２０年４月１日から２年間有効で，期間満了の３か月前までに原告から契

約更新の要請があった場合には，原被告は契約更新について協議をし，書

面により合意された場合は，合意の条件に基づいて更新することができる

こととされた（１９条）。また，④契約終了後の補償等，本件ブランド商

標を使用した対象物及び媒体の取扱いについては，別件ブランド契約と同

様に規定された（２０条４項，２１条２項）。 
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原告は，同年５月７日頃，第１案についての改善要望案を作成し，訂正

事項及び要望事項を記載したが，そこでは，上記契約期間や契約終了後の

取扱いへの言及はなかった（第１事件甲４３）。 

ウ その後，平成２０年１１月に，原告が，被告に無断で，「三洋コミュニテ

ィサービス株式会社」という子会社を設立していたことが判明し（第１事

件甲３，４０，乙６），同年１２月には，被告はパナソニック株式会社と資

本・業務提携契約を締結し，被告はパナソニック株式会社の子会社となる

ことが予定され（第１事件甲１１），その結果，パナソニック株式会社の関

連会社であるパナホーム株式会社が，原告とグループ会社内で競合するこ

ととなった。 

     被告は，平成２１年３月３日頃，上記事情を考慮して，原告との間で商

号使用許諾契約と商標使用許諾契約を別々に締結することとし，本件商号

契約，本件ブランド契約の第２案を提示した（前者につき第１事件甲４７

の１，後者につき第２事件甲６）。 

     第２案では，②本件商号契約にはロイヤリティ支払条項がなく，本件ブ

ランド契約には第１案と同じ条項が入り，③契約期間について，原告から，

平成２２年度内に予定している株式上場と合わせて社名変更を検討した

い旨の申し出があったことを踏まえ，第１案を変更して，契約締結日から

平成２３年３月３１日までとされ，契約更新の協議に関する文言は削除さ

れた（１７条。第１事件甲３９）。また，⑤契約の解除原因として，新た

に，契約締結時の原告の出資比率の減少，被告の株式上場が追加された（１

８条２項３）。④契約終了後の取扱い等に関する条項は，第１案のまま維

持された。 

     第２案について，原告及び被告は同月５日に協議を行ったが，その際，

原告が②ロイヤリティ，③契約期間，④契約終了後の取扱いを問題とする

ことはなく，⑤出資比率の減少等を契約の解除原因とするのは不適当との
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意見等が出された（第１事件甲４８の１～ ３）。 

     被告は，平成２１年３月６日頃，本件商号契約，本件ブランド契約の修

正案を提示したが（第１事件甲４９の１～ ３。以下「第３案」という。），

このときも，②ロイヤリティ，③契約期間，④契約終了後の取扱いについ

ての変更はなく，⑤契約の解除原因のうち，出資比率の減少が削除されて

いた。 

エ 同月９日頃，原告の専務取締役で被告との交渉に当たっていたＰ５（平

成２２年６月からは原告の特別顧問である。）から，被告に対し，契約の期

限について再考する余地はないのか，何らかの事情で商号，商標の使用を

継続する必要が生じた場合に備えてあらかじめ手続を定めた条項を入れて

欲しいなどという問い合わせがあった（第１事件甲５６）。 

     これを受けて，被告は，本件商号契約，本件ブランド契約の契約期間に

ついて，契約締結日から平成２３年３月３１日までとするものの，期間満

了の１年前までに原告から書面で再契約の申入れがあった場合には，新た

な契約の締結について協議をするとした修正案を作成し，原告に提示した

（第１事件甲５０の１～ ３。以下「第４案」という。）。 

     これについて，原告から特段意見は述べられず，被告は，平成２１年３

月１１日，経営会議及び取締役会において，第４案の内容で決裁を経たが，

その際，期限後になし崩し的に延長することのないようにすることを求め

る同会議等の指摘があった（第１事件甲３９，５１）。 

  (4) 本件商号契約，本件ブランド契約の締結 

   ア 原告及び被告は，平成２１年３月１６日，上記第４案の内容で，本件商

号契約，本件ブランド契約を締結した。 

     なお，このとき，原告以外に原告の子会社２社（当時の商号で，三洋ホ

ームズコミュニティサービス株式会社，三洋リフォーム株式会社）も被告

との間で，本件商号契約と同内容の契約を締結した（第１事件甲１９，２
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０）。 

   イ その後，原告が，本件ブランド契約に基づき，被告に対して２年間に支

払ったロイヤリティの総額は，１億６７４３万５２８５円に上った（第２

事件甲８の１～ ４）。 

  (5) 原告による本件ブランド契約の再契約の申入れ 

   ア 原告の代表取締役Ｐ１は，平成２２年２月１日，被告の代表取締役Ｐ２

宛に，本件商号契約，本件ブランド契約の使用許諾期間は平成２３年３月

３１日までとなっているが，原告としては「ＳＡＮＹＯ」ブランドの向上

に努め，引き続き被告の製品を積極的に購入していくこと，原告は，本件

商号，本件ブランド商標で広く一般に認知されていること，商号変更には

多大な費用を要するが株式公開を目指しており厳しい収益環境にあるこ

となどから，本件商号及び本件ブランド商標の使用許諾の延長を申し入れ

た（第２事件甲９）。 

   イ 原告の上記申入れを受け，同年４月７日に日程調整がされた上（第２事

件乙４），同年５月１１日に被告の経営企画本部主管会社統括部部長のＰ

６，同部長兼同本部企画部部長のＰ４が原告のＰ１社長と面談し，その後，

同月２７日，被告の副社長で経営企画本部長であるＰ３が，原告のＰ１社

長宛に，本件ブランド契約及び本件商号契約について，その使用許諾の期

間延長は困難である旨通知した（第２事件甲１０）。 

     翌２８日，原告のＰ１社長と被告のＰ２社長は直接面談を行い，その後，

Ｐ１社長は，被告のＰ３副社長宛に，再度，使用許諾の期間延長を申し入

れた（第２事件甲１１）。このとき，原告は，①最長３年以内を目途に株

式公開準備をしており，事業計画の達成が重要課題であるが，その実現の

ためには本件商号，本件ブランド商標の使用が必須であること，②原告は，

被告の製品を積極的に販売しており，今後も拡大を図ることなどから，最

低限，株式公開までは現状維持を望む旨述べ，さらに，ロイヤリティにつ
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いても事業拡大と共に増額を図り，株式公開時には，被告ができる限りの

売却益を取得できるように図りたいなどとしている。 

   ウ これに対し，同年６月３日，原告のＰ１社長と被告のＰ３副社長，Ｐ４

部長が出席した打合せにおいて，Ｐ３副社長は，期限の延長を認めるつも

りは一切ないが，平成２３年３月３１日に収束するための方法，課題につ

いては，被告内部においても協議をする旨述べた（第１事件乙８，第２事

件甲１２）。 

  (6) 原被告間の本件商標変更の費用負担に関する協議 

   ア 被告の経営企画本部経営管理部の課長であるＰ７は，平成２２年７月２

７日，原告のＰ５顧問に対し，契約終了に伴って本件商号，本件ブランド

商標の使用を終了することを前提に，終了に向けた具体的な手続について

協議するために，同年８月２０日までに，本件商号，本件ブランド商標の

使用状況（原告の子会社による使用も含む。）について，使用媒体，使用

数，使用部門名，使用場所等を連絡するよう求めた（第２事件乙５）。 

     これを受けて，原告のＰ５顧問は，被告のＰ７課長宛に，平成２２年９

月１０日に「ＳＡＮＹＯブランド使用明細」と題する書面を送付した（第

２事件甲１３，１４）。同書面には，本件ブランド商標を使用した対象物，

媒体が列挙されているが，具体的な対象物の特定，費用額までは明らかに

されなかった。 

イ その後，同月２１日に原被告の担当者が面談をした際に，原告から被告

に対し，本件商標変更に要する費用負担の申入れがあった（第２事件甲４

０）。これに対し，被告は，費用負担をするためには，株主や税務当局に説

明できるように，被告が負担することが合理的と考えられるような理由の

ある項目の特定とその理由の提示が必要であると伝え，これらの提出を要

求した（第２事件甲４０）。 

  原告のＰ５顧問は，同月２７日及び同年１０月５日，さらに「ＳＡＮＹ
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Ｏブランド使用明細」と題する書面を送付した（第２事件甲１５～ １８）。

同書面には，本件ブランド商標が使用されている対象物，媒体が列挙され，

一部については費用額の見積もりも明らかにされたが，当該対象物等につ

いて被告の負担が合理的と考えられる理由については何ら提示がされてい

なかった。 

  さらに，平成２３年１月２６日，原告のＰ１社長，Ｐ５顧問と被告の取

締役常務執行役員・財務本部長のＰ８，Ｐ４部長が出席した打合せにおい

て，Ｐ１社長が，本件商標変更に伴う費用負担の申入れをしたのに対し，

Ｐ８常務は，被告の業績も厳しく，会計上・税務上の問題をクリアする必

要があるが，負担内容も分からないので協議する旨述べた（第２事件乙８）。 

これを受けて，原告のＰ５顧問は，平成２３年２月４日に，「ＳＡＮＹ

Ｏロゴ変更費用明細」と題する書面を送付し（第２事件甲１９，２１）。

同書面により，原告及びその子会社の本件商標変更に要する費用が合計６

億２７０７万４０３６円である旨が初めて伝えられた。 

ウ 原告は，平成２３年１月１１日，Ｐ１社長名義で被告のＰ３副社長宛に，

「ブランド並びに商号使用契約満了に伴う申請について」という書面を送

付した。その中で，原告は，「三洋ホームズ」の商標を原告の自主管理に移

行して欲しいこと，新ブランド・ロゴへの変更に当たっては，多方面への

告知や現在使用中の看板・カタログ・建築現場用品などの多額の変更費用・

在庫処分を伴うため，相当額の費用（見込額６億円）を負担して欲しいこ

とを申請した（第２事件甲２２）。 

     また，原告は，同月２１日，Ｐ５顧問名義で被告のＰ４部長宛に「ＳＡ

ＮＹＯブランド契約の期間満了について」と題する書面を送付し，その中

で，平成２０年２月１日付けで期間更新に関する書面を提出した際に，Ｐ

２社長より口頭で了解する方向での発言があったこと，その後，パナソニ

ック株式会社によるＴＯＢで被告が子会社化することが明らかになった
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後に，一方的に契約を打ち切りにする話が出てきたことなどと述べ，原告

のその後の事業展開におけるブランド・ロゴ変更の認知・周知徹底への影

響を考えれば，被告の税務上の認容の可否をもって，一方的に契約満了と

することは承服できないこと，被告の費用負担なしで契約を打ち切るので

あれば，本件ブランド商標について６か月の延長使用を検討する必要があ

ることなどを主張した（第２事件甲２３）。 

     さらに，原告は，平成２３年２月１７日付けの内容証明郵便を被告に送

付し，その中で，本件ブランド契約１７条但し書きの趣旨は，同１８条２

項各号に掲げられる事由等がある又は終了の合意が成立しない限りは，自

動的に更新する趣旨であると解すべきであり，本件では原告は平成２０年

１月２１日付けで書面による再契約の申し入れをしたにもかかわらず，同

年５月２７日まで返答がされなかったことにより，既に契約期間の延長が

決定していること，これについて被告に異議がある場合は，本件ブランド

契約２２条１段の定めに基づき，９０日間和解による解決のためあらゆる

可能性を追求する必要があり，和解による解決ができない場合は，同条２

段に基づき，日本商事仲裁協会への仲裁申立てがされるべきであることな

どを主張し，原告としては，本件ブランド契約が平成２３年３月３１日に

終了する旨の主張には応じられない旨を主張した（第２事件甲２４の１・

２）。 

     その後，原告は，同年３月１日付けの内容証明郵便を被告に送付し，そ

の中で，本件ブランド契約の契約期間は平成２５年３月３１日まで延長さ

れているが，仮にこの原告の主張に応じられない場合は，契約期間中の一

方的な契約解除として，原告が被ることになる本件商標変更に伴う損害合

計６億２７０７万４０３６円を請求する旨主張した（第２事件乙６）。 

   エ 原告及び被告は，平成２３年３月２日にも費用負担に関する打合せを行

い（第２事件乙９），被告は，同月１８日，原告による上記２通の内容証
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明郵便に対する回答として，本件ブランド契約１７条を自動更新ないし延

長条項と解することはできず，同契約は同月３１日に満了すること，原告

は平成２２年５月２７日から平成２３年２月まで，被告との間で契約期間

の満了を前提とした協議を行っており，その間，契約期間の更新又は延長

について一切主張されてこなかったこと，被告が原告に上記請求金額を支

払う理由はなく，被告は円満解決のために原告と費用負担の協議をしてき

たが，これは費用負担の義務を認めるものではなく，いまだ原被告間で合

意にも至っていないこと，一方で，被告としては，本件ブランド契約の満

了に関する紛争が円満に解決するのであれば，原告が株式上場するまでの

間で，原告及びその子会社が三洋商号を使用することについて中止を求め

ない旨の譲歩案を提案する用意があることを伝えた（第２事件乙７）。 

  (7) 原告の記者発表等 

ア 原告のＰ１社長は，平成２２年９月２２日，記者懇談会で，被告がパナ

ソニック株式会社の完全子会社となって社名が変更された後であっても，

本件商号を引き続き使用する一方，本件ブランド商標については変更を検

討する旨明らかにし，その旨の報道がされた（第１事件甲１５の１）。 

イ また，原告のＰ１社長は，平成２３年３月，本件商号を引き続き使用す

る一方，ブランド商標については，新たに「サンヨーホームズ」を導入す

ることを表明した（第１事件甲１５の２）。 

ウ 原告は，平成２３年３月以降，随時本件商標変更を行った（第２事件甲

２４～ ２６）。 

 ２ 債務不履行に基づく損害賠償請求について 

  (1) 争点１－ １（被告は原告に対し本件ブランド商標を使用させる義務を負っ

ていたか）について 

ア 平成２２年５月２日に本件ブランド契約の再契約が成立したとの主張に

ついて 
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(ｱ) 原告は，本件ブランド契約は，契約書に自動更新条項はないものの，

コーポレート・ブランドの重要性，ロイヤリティの支払，契約条項の内

容の決定に至る経緯等の事情を総合して考慮すれば，原告による再契約

の申入れから９０日が経過した平成２２年５月２日の時点で，再契約が

成立したものと解すべきであると主張する。 

 (ｲ) この点，一般論として，企業は，コーポレート・ブランドが短期間で

変更されることを望まず，短期間に限定される趣旨の使用許諾契約の締

結を望まない場合があるとしても，本件ブランド契約については，以下

のような事情が存するから，自動更新を認めない趣旨であったと認めら

れる。 

すなわち，被告は，平成１９年６月にブランド使用料の徴収制度を創

設し，他の子会社との間では，契約の自動更新条項が入った使用許諾契

約を締結しているものの，本件ブランド契約の契約期間は，平成２３年

３月３１日までに限定されており，更新には書面による合意が必要とさ

れている。また，被告が提案した第１案でも，契約期間は平成２２年３

月３１日までに限定され，更新には書面による合意が必要とされている

ところ，第２案でも，契約期間は平成２３年３月３１日までに限定され，

更新に関する条項は設けられていなかった。 

そして，前記認定事実によると，被告がこのように本件ブランド契約

の契約期間を限定したのは，原告については，第１案作成当時，被告と

のグループ関係が解消された時点では，本件ブランド商標の使用を停止

するのが適当と考えられていたところ，その後，被告は，パナソニック

株式会社の子会社となることが決まり，原告はパナソニック株式会社の

関連会社とグループ会社内での競合関係になることから，実際上，本件

ブランド商標の使用継続は困難であったことなどの事情によるものと

いえる。 
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また，本件ブランド契約締結以前における原告側の事情をみても，原

告は，第２案作成前の平成２０年９月には，取締役会で平成２３年３月

期中に株式上場する旨の方針を確立しているところ，株式上場に当たっ

ては，将来的に使用継続が不安定な本件ブランド商標ではなく，新たな

商標への切替えを検討すべき状況にあったといえるし，前記認定事実の

とおり，被告が第２案において契約期間を平成２３年３月３１日とした

のは，原告が上記日程で株式上場を行い，併せて商号の変更も検討する

ことを考慮した結果であると認められる。なお，原告の株式上場は，平

成２３年４月１日以降にずれ込んでいるが，原告は，再契約を拒絶され

た後も，株式上場（株式公開）までは本件ブランド商標の使用を継続し

たい旨願い出ており，このような対応も，契約締結時において，原告が

契約期間を株式上場予定の同年３月３１日までと限定することを受諾

していたことを裏付けるものといえる。 

したがって，本件ブランド契約は，協議により別途合意が成立しない

限り，契約の更新，継続を予定せず，平成２３年３月３１日をもってこ

れを終了させる趣旨でされたと認めるのが相当である。 

原告は，本件ブランド商標を使用するロイヤリティとして，２年間で

１億６７４３万５２８５円を被告に支払っており，原告は，多額のロイ

ヤリティが生じている以上，短期間に限定する趣旨ではないと主張する

が，ロイヤリティの金額が契約期間の解釈に影響すると解すべき理由は

ないし，原告のロイヤリティは売上額の０．２％であって，他の子会社

（０．５％）よりも低い料率に設定されているのであるから，直ちに高

額といえるものでもない。�

そうすると，本件ブランド契約１７条の定めが申入れから９０日間の

経過による自動更新の定めであるなどと解すべき理由はなく，原告の主

張には理由がない。 
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    (ｳ) 原告は，Ｐ５顧問は，平成２１年３月５日にＰ４部長との面談におい

て，第２案における本件ブランド契約の契約期間の定めが，当然に契約

が延長される前提であることを確認すると共に，仮に延長されない場合

には費用負担をして欲しい旨申し入れており，同月１１日にもＰ４部長

との間で，第４案の１７条は延長を前提とするものであり，仮に延長し

ない場合は，費用負担の協議をすることとした旨主張し，証人Ｐ５はこ

れに沿った証言をし（同７，９頁），同月６日案として，「契約満了の６

か月前までに書面による申入れがないときは，３年間延長されるものと

し，以後も同様とする」旨記載された契約書案を提出する（第２事件甲

３４。以下「原告６日案」という。）。 

      しかしながら，被告は，本件ブランド契約交渉の当初から契約期間を

延長しない方針をとっており，交渉過程で契約期間の自動更新を認める

条項は一度も提示されておらず，また費用負担についても，当初から一

貫して，被告は費用負担をしない旨の条項（第１案２０条４項，２１条

２項）が設けられていたところ，何故この段階に至って延長や費用負担

の合意をすることとなったのかは明らかにされていない。また，平成２

１年３月５日頃は，未だ契約書案の改定作業がされていたのであるから，

延長や費用負担の合意がされたのであれば，それが条項に盛り込まれて

しかるべきところ，それがされなかった理由についても明らかにされて

いない。原告は，原告６日案を書証として提出するものの，同案に基づ

いて，原被告間で具体的な協議がされたと認めるに足りる証拠はない。 

      また，原告自身の本件ブランド契約締結後の行動をみても，被告から

再契約の申入れを拒否された平成２２年５月２７日以降，原告は，主に

被告との間で，一定期間の使用継続を願い出るか，契約期間の満了を前

提とした費用負担等に関する協議を行っていたのであり，被告のＰ１社

長は，同年９月２２日に，本件ブランド商標を変更する旨の記者発表を
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していたのである。そして，原告が再契約が成立している旨の主張をす

るようになったのは，平成２３年２月の内容証明郵便以降であって，こ

のような経過からしても，原告と被告との間で本件ブランド契約が自動

更新される旨の合意があったというのはきわめて不自然である。 

      したがって，証人Ｐ５の上記証言は信用できず，期間延長や費用負担

の合意があったとする原告の主張は採用できない。 

   イ 平成２２年５月３１日に再契約の合意があったという主張について 

   (ｱ) 原告の再契約の申入れに対し，同月３１日，被告のＰ２社長は原告の

Ｐ１社長に「わかりました。」と述べたことから，再契約の合意があり，

被告は，平成２３年４月１日以降も，原告に本件ブランド商標を使用さ

せる債務がある旨主張する。�

    (ｲ) しかしながら，上記やり取りについては，仮にこれがあったとしても

その前後の脈絡も不明であり，直ちに再契約の合意の意思表示をみるこ

とはできない上，被告がこの時点でそれまでの方針から翻意して再契約

を締結する必要が生じたような事情も見当たらない。 

したがって，原被告間に，平成２２年５月３１日頃に再契約の合意が

あったと認めることはできない（なお，その後の原告の行動からしても，

再契約の合意があったとは認められないことは，上記ア(ｳ)のとおりで

ある。） 

  (2) 小括 

    以上のとおりであって，本件ブランド契約の再契約が成立したとは認めら

れないことから，原告の債務不履行に基づく損害賠償請求は，その余につい

て判断するまでもなく理由がない。 

 ３ 費用負担の合意に基づく支払請求 

  (1) 争点２－ １（原被告間で，本件ブランド契約締結時に，契約が短期間で打

ち切られた場合には，本件商標変更に要する費用を被告が負担する旨の合意
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があったか）について 

   ア 原告は，平成２２年６月３日以降，原被告間で，本件商標変更に要する

費用負担の協議がされたことをもって，原被告間では，本件ブランド契約

が短期間で打ち切られた場合には，被告が原告の損害を填補するために費

用負担する旨の合意が成立していたことの証左である旨主張する。�

   イ しかしながら，本件ブランド契約１８条４項は，被告は，本契約の解除

や満了を理由に，販売逸失利益にかかる補償，弁済，賠償，あるいは当該

使用権の付与に関する経費，投資，賃貸，その他の誓約にかかる補償，弁

済，賠償の責任を子会社に対して負わないとされ，同契約１９条２項は，

契約が終了した場合，原告は，いかなる対象物又は媒体上にも本件ブラン

ド商標を使用してはならず，使用が禁止された対象物もしくは媒体のすべ

てを被告の指示に従って，無償で引き渡すか，破棄することに同意すると

されており，被告は本件ブランド商標の変更に伴う費用負担の責任を負わ

ないことが明確に定められているところ，これらの条項は，別件ブランド

契約においても設けられており，本件ブランド契約でも第１案の当初から

最終的な合意に至るまで変更されていない。また，費用負担について，契

約締結に至る過程で，原被告間で具体的な協議がされたことを認めるに足

りる証拠はない（この点について，平成２１年３月５日に合意があったと

するＰ５証言が信用できないのは上記(1)ア(ｳ)のとおりである上，原告６

日案においてすらこの点への言及がない。）。 

     したがって，本件ブランド契約の際に，原告が主張する費用負担の合意

があったとは認められない。この点，原告自身も，平成２２年２月の再契

約の申入れでは，本件商標変更による費用負担が厳しいことをその理由の

一つとして挙げており，当該費用を原告が負担すべき旨の認識を有してい

たと認められる。 

ウ したがって，原被告間で，本件ブランド契約締結時に，契約が短期間で
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打ち切られた場合には，本件商標変更に要する費用を被告が負担する旨の

合意があったとは認められない。 

 (2) 争点２－ ２（原被告間で，本件ブランド契約締結後に，本件商標変更に要

する費用を被告が負担する旨の合意があったか）について 

原告は，平成２２年７月２７日以降，被告が原告に対し，本件商号契約，

本件ブランド契約の終了に伴って本件商号，本件ブランド商標の使用を終了

することを前提に，終了に向けた具体的な手続の協議として，本件商号，本

件ブランド商標の使用状況・金額，被告が費用負担することが合理的と考え

られるような理由のある項目の特定とその理由の提示を求めていたことを指

摘し，遅くとも，平成２３年３月３１日時点で，本件商標変更に伴う費用を

被告が負担する旨の合意が成立していた旨主張する。 

しかしながら，その際に，被告が想定していた費用負担をすることが合理

的と考えられる場合とは，具体的には，被告の事業開発本部傘下で原被告の

共同事業がされた場合や，被告が原告に指示して本件ブランド商標を使用し

た掲示物，看板等を設置させたような場合であったとされるのに，原告は，

平成２３年２月になって，全体の見積もりとして合計６億２７０７万４０３

６円である旨を伝えているものの，同金額については具体的な内訳も明らか

にせず，被告が費用負担をすることが合理的と考えられる理由を具体的に示

したと認めるに足りる証拠もないことからすれば，両者間においては，費用

負担に関する交渉がされていたにとどまるのであって，これをもって，費用

負担の合意があったことの根拠とすることはできない。このような交渉段階

をもって，被告が原告に対し，６億円余りもの高額な金員を支払う旨の合意

があったとはいえないことは明らかであって，原告の主張には理由がない（な

お，被告が交渉に応じたことにより，原告が費用負担について一定の期待を

有していたとしても，そのことのみから原被告間に費用負担の合意が成立し

たと評価することはできない。）。 
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  (3) 小括 

    以上のとおり，原告の費用負担の合意に基づく支払請求についても理由が

ない。�

４ 不法行為に基づく損害賠償請求（被告の本件商標変更の費用負担に関する交

渉での対応が不法行為を構成するか。争点３）について 

(1) 原告は，本件商標変更に伴う費用を被告が全額負担するものと信じ，平成

２３年３月３１日に確定的に本件ブランド商標の使用を停止するようにした

が，被告のＰ４部長は，同月２日になって突然，負担額の桁が違う等と述べ

て費用負担を拒絶したのであり，このような被告の一連の行為は，少なくと

も商道徳，信義則（民法１条２項）に反するものであって，不法行為を構成

する旨主張する。�

  (2) しかしながら，そもそも，原被告間で，被告が全額を負担することを前提

とした交渉がされていたとは認められず，原告が，本件商標変更に伴う費用

を被告が全額負担すると信じることについて合理的な見当たらない。被告が

どの範囲で費用負担をするかについては具体的な話は一切されていなかった

のであるから，仮に，被告が平成２３年３月に費用負担の交渉を打ち切った

としても，それ自体は，何ら不当なものとはいえない。 

    また，原告は，平成２３年２月以降，それまでの費用負担に関する交渉に

もかかわらず，被告に内容証明郵便を送付して，本件ブランド契約が自動更

新されている旨を主張し，その主張が認められないのであれば，契約の一方

的解除を理由として本件商標変更に要する費用を請求するなど，自ら交渉の

継続を困難とする行動を取ったのであるから（なお，これに対して，被告は

商号の使用継続を認める旨の譲歩案も提示するなどしている。），仮に，被告

が交渉を打ち切ったとしても，これが商道徳，信義則に反するものとはいえ

ないことはよりいっそう明らかである。 

    原告は，前記内容証明郵便は，被告の依頼に基づいて送付したと主張する
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が，被告が当時求めていたのは，被告が費用負担をすることが合理的と考え

られる理由であって，自らに不利な内容の種々の主張を被告の方から求めた

とは考えられず，原告の主張は採用できない。 

(3) したがって，被告の行為が不法行為を構成するとは認められず，原告の不

法行為に基づく請求には理由がない。 

第５ 結論�

以上によれば，原告の請求はすべて理由がない。よって，主文のとおり判決

する。�
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